
　　　　　　　知っておきたい国保財政と医療費との関係～
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 　一見、健全運営に見えますが単年度収支決算額（歳入　4前年度繰越金が無かった場合）では

　歳入合計-歳出合計≒４千６６７万円　の赤字

　令和４年度は、令和元年度から続いていた単年度収支が黒字から赤字となりました。

赤字となった要因は、被保険者数の減少や所得の減額に伴い、保険税が大幅に減収

となったこと及び県支出金の交付額が前年度に比べ減額となったためと思われます。

　国保財政の適正かつ安定的な運営を図るため、保険税の納付と医療の適正受診に

ご理解とご協力をお願いします。

3　一般会計繰入金…一般会計から国保会計への歳入補
　　　　　　　　　　　　填するもの(法定分、がん検診分)

イ　保険給付費等…医療機関への支払いや高額療養費等の
　　　　　　　　　　　支払い

5　その他…主に国保税延滞金、診療報酬等概算請求精算
　　　　　　　分など

ウ　事業納付金…県全体の保険給付費等を賄うため、各市
　　　　　　　　　　町村の被保険者数や所得水準、医療費水
　　　　　　　　　　準に応じて配分した額を県に納付

エ　保健事業費…健康増進のための事業費（特定健康診査、
　　　　　　　　　　重複・頻回受診訪問など）

オ　その他…国保税還付金など

歳　入　合　計　－　歳　出　合　計　　≒　　６億８５３万円

2　国・県支出金…医療費等に対する補助金 ア　総務費…国保事業に関する一般的な事務費等

合　計 9,206,625 合　計

※　歳入項目の説明 ※　歳出項目の説明

4 前年度繰越金 655,207 エ 保健事業費

5 その他 57,301 オ その他

2 国・県支出金 6,075,633 イ 保険給付費等

3 一般会計繰入金 713,922 ウ 事業納付金

【歳　入】 【歳　出】

1 保険税 1,704,561 ア 総務費

1 保険税

2 国・県支出金 66.0%

3 一般会計繰入金

4 前年度繰越金
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